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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２５～５５重量％のチーズカードと、
　６０～７８％の全水分含量を提供し得る水供給源と、
　クリーム代替物の０．２～１．５重量％のデンプンと、
　０．０５５～０．２８重量％の水和ガムの組み合わせと、
　クリーム代替物の２～６重量％のタンパク質と、
　クリーム代替物の２２～２７重量％の脂肪と、および
　クリーム代替物の０．０５～０．３重量％のゼラチンと、
を含み、
　前記水和ガムの組み合わせは、ローカストビーンガムとキサンタンガムとを、７５：２
５～８５：１５の比率で含み、
　そこに含まれる前記チーズカード、水供給源、デンプン、および水和ガムは、クリーム
代替物に、濃厚なクリームのテクスチャー、および、５℃においてスピンドル速度１ｍｍ
／秒およびスピンドル移動距離１０ｍｍで円筒状スピンドルＴＡ１１を用いたスティーブ
ンステクスチャー分析器で測定したとき、６０～２００ｇの間にある硬さ、を与える、
ことを特徴とするクリーム代替物。
【請求項２】
　生成物の熱試料６００ｇ（７０℃）の粘度は、速度２０ｒｐｍおよびスピンドル６の設
定に基づき、製造中の均質化の前に測定したとき、３００～１８００ｃｐｓの間であるこ



(2) JP 6080335 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

とを特徴とする請求項１に記載のクリーム代替物。
【請求項３】
　２５～５５重量％のチーズカードと、
　６０～７８％の全水分含量を提供し得る水供給源と、
　クリーム代替物の０．２～１．５重量％のデンプンと、
　０．０５５～０．２８重量％の水和ガムの組み合わせと、
　クリーム代替物の２～６重量％のタンパク質と、
　クリーム代替物の２２～２７重量％の脂肪と、および
　クリーム代替物の０．０５～０．３重量％のゼラチンと、
を含み、
　前記水和ガムの組み合わせは、ローカストビーンガムとキサンタンガムとを、７５：２
５～８５：１５の比率で含み、
　そこに含まれる前記チーズカード、水供給源、デンプン、および水和ガムは、クリーム
代替物に、１０分間の煮込み後の油分離に対する安定性、および、５℃においてスピンド
ル速度１ｍｍ／秒およびスピンドル移動距離１０ｍｍで円筒状スピンドルＴＡ１１を用い
たスティーブンステクスチャー分析器で測定したとき、６０～２００ｇの間にある硬さ、
を与える、
ことを特徴とするクリーム代替物。
【請求項４】
　前記クリーム代替物は、２０分間の煮込み後の油分離に対する安定性を有することを特
徴とする請求項３に記載のクリーム代替物。
【請求項５】
　２５～５５重量％のチーズカードと、
　６０～７８％の全水分含量を提供し得る水供給源と、
　０．０５～０．２重量％の水和ローカストビーンガムと、
　０．００５～０．０８重量％の水和キサンタンガムと、
　クリーム代替物の０．２～１．５重量％のデンプンと、
　クリーム代替物の２～６重量％のタンパク質と、
　クリーム代替物の２２～２７重量％の脂肪と、および
　クリーム代替物の０．０５～０．３重量％のゼラチンと、
を含み、
　ローカストビーンガムとキサンタンガムは、７５：２５～８５：１５の比率であり、
　前記クリーム代替物は、５℃においてスピンドル速度１ｍｍ／秒およびスピンドル移動
距離１０ｍｍで円筒状スピンドルＴＡ１１を用いたスティーブンステクスチャー分析器で
測定したとき、６０～２００ｇの間にある硬さを有する、
ことを特徴とするクリーム代替物。
【請求項６】
　前記チーズカードは、クリームチーズ、カッテージチーズ、クワルクおよびソフトホワ
イトチーズの１種または複数から選択されることを特徴とする請求項１から５のいずれか
一項に記載のクリーム代替物。
【請求項７】
　前記チーズカードは、クリームチーズおよびクワルクの１種またはそれらの組合せから
選択されることを特徴とする請求項６に記載のクリーム代替物。
【請求項８】
　前記チーズカードの含量は、２５～４５％の間であることを特徴とする請求項５に記載
のクリーム代替物。
【請求項９】
　前記クリーム代替物は、クリームチーズを５～５０％の間、クワルクを５～２５％の間
で含むことを特徴とする請求項５に記載のクリーム代替物。
【請求項１０】
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　前記クリーム代替物は、クリームチーズを１５～５０％の間、クワルクを５～２５％の
間で含むことを特徴とする請求項７に記載のクリーム代替物。
【請求項１１】
　水分含量は、６０から７２％の範囲であることを特徴とする請求項１から１０のいずれ
か一項に記載のクリーム代替物。
【請求項１２】
　水分含量は、６６から７８％の範囲であることを特徴とする請求項１から１０のいずれ
か一項に記載のクリーム代替物。
【請求項１３】
　前記ローカストビーンガムの含量は、０．０５～０．２％の間であることを特徴とする
請求項１から１２のいずれか一項に記載のクリーム代替物。
【請求項１４】
　前記キサンタンガムの含量は、０．００５～０．０８％の間であることを特徴とする請
求項１から１３のいずれか一項に記載のクリーム代替物。
【請求項１５】
　ローカストビーンガムまたはキサンタンガム以外から選択される１種または複数の追加
のガム、または、ゼラチンおよび／またはカルボキシメチルセルロースから選択されるテ
クスチャー付与剤と、
　１種または複数の乳化剤と、
　１種または複数のセルロース系ガムと、
　１種または複数の増粘剤と、
　１種または複数の脂肪供給源と、
からなる群から選択される１種または複数の成分をさらに含むことを特徴とする請求項１
から１４のいずれか一項に記載のクリーム代替物。
【請求項１６】
　前記クリーム代替物は、以下の成分
　ローカストビーンガムおよびキサンタンガム以外のガム、またはゼラチンと、
　乳化剤と、
　セルロース系ガムと、
　増粘剤と、
を各々少なくとも１つ含み、
　各成分は、別個の特性である、
ことを特徴とする請求項１５に記載のクリーム代替物。
【請求項１７】
　乳脂肪をさらに含むことを特徴とする請求項１５に記載のクリーム代替物。
【請求項１８】
　乳固形分、液体乳成分、香味料、保存料、増量剤または充填剤および酸度調整剤からな
る群から選択される１種または複数の成分をさらに含むことを特徴とする請求項１７に記
載のクリーム代替物。
【請求項１９】
　カルボキシメチルセルロースをさらに含むことを特徴とする請求項１から１８のいずれ
か一項に記載のクリーム代替物。
【請求項２０】
　前記カルボキシメチルセルロースは、クリーム代替物の０．０５～３％の量で存在する
ことを特徴とする請求項１９に記載のクリーム代替物。
【請求項２１】
　乳化剤をさらに含むことを特徴とする請求項１から２０のいずれか一項に記載のクリー
ム代替物。
【請求項２２】
　前記乳化剤は、クリーム代替物の０．０５～３％の量で存在することを特徴とする請求
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項２１に記載のクリーム代替物。
【請求項２３】
　乳脂肪供給源をさらに含むことを特徴とする請求項１から２２のいずれか一項に記載の
クリーム代替物。
【請求項２４】
　前記脂肪供給源は、クリームであることを特徴とする請求項２３に記載のクリーム代替
物。
【請求項２５】
　前記クリームの含量は、１０～５０重量％の間であることを特徴とする請求項２４に記
載のクリーム代替物。
【請求項２６】
　前記クリーム代替物は、チーズカード以外の脂肪供給源を一切含まないことを特徴とす
る請求項１から２２のいずれか一項に記載のクリーム代替物。
【請求項２７】
　前記クリーム代替物は、植物性油を含まないことを特徴とする請求項１から２６のいず
れか一項に記載のクリーム代替物。
【請求項２８】
　２５～５５重量％のチーズカード、６０～７８％の全水分含量を提供し得る水供給源、
０．２～１．５重量％のデンプン、２～６重量％のタンパク質、２２～２７重量％の脂肪
、および０．０５５～０．２８重量％の水和ガムの組み合わせ、および０．０５～０．３
重量％のゼラチンを合わせて混合物を形成するステップと、
　前記混合物を均質化するステップと、
　均質化された前記混合物を低温殺菌するのに十分な温度および時間加熱して、５℃にお
いてスピンドル速度１ｍｍ／秒およびスピンドル移動距離１０ｍｍで円筒状スピンドルＴ
Ａ１１を用いたスティーブンステクスチャー分析器で測定したとき、６０～２００ｇの間
にある硬さを有するクリーム代替物を形成するステップと、
を含み、
　前記水和ガムの組み合わせは、ローカストビーンガムとキサンタンガムとを、７５：２
５～８５：１５の比率で含む、
ことを特徴とするクリーム代替物の製造方法。
【請求項２９】
　前記ガムを含む活性成分が官能化して、所望のテクスチャー特性および安定性を発現す
ることを確実にするのに十分な温度および時間加熱し、混合するステップ、を含むことを
特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記加熱および混合のステップは、濃厚なクリームのテクスチャーを有するクリーム代
替物を製造するのに十分な温度および時間行われることを特徴とする請求項２９に記載の
方法。
【請求項３１】
　前記加熱および混合のステップは、生成物の熱試料６００ｇ（７０℃）の粘度が、速度
２０ｒｐｍおよびスピンドル６の設定に基づき、均質化の前に測定したとき、３００～１
８００ｃｐｓの間である、クリーム代替物を製造するのに十分な温度および時間行われる
ことを特徴とする請求項２９または３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記加熱および混合のステップは、スピンドル速度１ｍｍ／秒およびスピンドル移動距
離１０ｍｍで円筒状スピンドルを用いてスティーブンステクスチャー分析器で測定したと
き、５℃で６０～２００ｇの間のテクスチャーを有するクリーム代替物を製造するのに十
分な温度および時間行われることを特徴とする請求項２９から３１のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項３３】
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　前記加熱および混合のステップは、１０分間の煮込み後の油分離に対する安定性を有す
るクリーム代替物を製造するのに十分な温度および時間行われることを特徴とする請求項
２９から３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記混合物を形成するステップが、４０℃～８０℃の間に上昇された温度で、２～４０
分間混合しながら加熱するステップを含むことを特徴とする請求項２９から３２のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記混合物を形成するステップが、
　前記ローカストビーンガムを水または前記水供給源で水和させるステップと、
　前記キサンタンガムを水または前記水供給源で水和させるステップと、
　水和ローカストビーンガムおよび水和キサンタンガムを前記チーズカードと高温で混合
して、前記混合物を形成するステップと、
　乳化剤を前記混合物に場合により高温で加えるステップと、
を含むことを特徴とする請求項２８から３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記混合物を形成するステップが、
　前記ローカストビーンガムを水または前記水供給源で水和させるステップと、
　前記キサンタンガムを水和させて、水和させたローカストビーンガムと合わせて、第１
の組合せを形成するステップと、
　前記第１の組合せを乳化剤以外の粉末状クリーム代替物の成分と合わせて、第２の組合
せを形成するステップと、
　前記第２の組合せをチーズカードと高温で混合して、混合物を形成するステップと、
　酸度調整剤を前記混合物に場合により加えるステップと、
を含むことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３７】
　前記粉末状クリーム代替物の成分は、追加のガム、増量剤、塩および保存料からなる群
から選択される１種または複数の成分を含むことを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記粉末状クリーム代替物の成分は、追加のガム、増量剤、塩および保存料を含み、そ
で各成分は、異なる個性のものであり、ローカストビーンガムおよびキサンタンガムに追
加されるものであることを特徴とする請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記チーズカードは、クワルクおよびクリームチーズカードを含むことを特徴とする請
求項３６から３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記チーズカードは、第１のチーズカード成分および第２のチーズカード成分を含み、
　前記混合物を形成するステップは、
　ローカストビーンガムおよびキサンタンガムから選択される第１のガムを水または前記
水供給源で水和させるステップと、および、
　前記水和させた第１のガムを、第１のチーズカード成分と合わせるステップと、
　前記水和させた第１のガムと第１のチーズカードとの組合せを、前記ローカストビーン
ガムおよび前記キサンタンガムの他方である第２のガムと合わせるステップであって、前
記第２のガムを、予め水和させるか、または水を場合により追加してｉｎ　ｓｉｔｕで水
和させるステップと、
　前記水和ガムとチーズカードとの組合せを、（ｉ）第２のチーズカード成分および（ｉ
ｉ）乳化剤および酸度調整剤以外の粉末状成分と高温で混合して、混合物を形成するステ
ップと、
　乳脂肪を前記混合物に場合により加えるステップと、
　酸度調整剤を前記混合物に場合により加えるステップと、
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　乳化剤を前記混合物に高温で場合により加えるステップと、
を含むことを特徴とする請求項２８から３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第１のチーズカードがクワルクを含み、前記第２のチーズカード成分がクワルクお
よびクリームチーズカードを含むことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記水和ガムと第１のチーズカードとの組合せと、（ｉ）第２のチーズカード成分およ
び（ｉｉ）乳化剤以外の粉末状成分との混合が、クワルクおよび乳化剤以外の粉末状成分
すべてを加えて混合する第１の段階、ならびにクリームチーズカードを加えて混合する第
２の段階を含む段階で行われることを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　乳脂肪は、前記第２のチーズカード成分の第２の部分の混合中に前記混合物に加えられ
ることを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記混合物が６０℃以上の温度であるとき、乳化剤が最終成分として加えられることを
特徴とする請求項２８から４３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４５】
　請求項１から２７のいずれか一項に記載のクリーム代替物を含むことを特徴とする食品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、全脂肪乳クリームの代わりに、食品調製の使用に適したクリーム代替物、お
よびその製造方法に関する。クリーム代替物は、高温調理の使用に特に適している。
【背景技術】
【０００２】
　天然の乳クリームは、クリーム状パスタソースなどのコクのある料理、およびクリーム
含有デザートなどの甘味料理を含む、さまざまな食品を調理する際に広く使用されている
。
【０００３】
　クリームは、さまざまな物理的形態で入手できる。乳クリームのコンシステンシーは、
その脂肪含量と相関している場合が多いが、これは、追加される増粘剤によりある程度ま
で変えることができる。コンシステンシーのスペクトルの一端には、レギュラー「クリー
ム」があり、英国およびオーストラリアでは「シングルクリーム」、または米国では「ラ
イト」、「テーブル」もしくは「コーヒー」クリームと他称される。これらのクリームは
薄くて流れやすく注入しやすいコンシステンシーを有し、通常の脂肪含量は、国に応じて
約１８から３０％である。スペクトルで次に濃厚なコンシステンシーのクリームの種類は
、オーストラリアおよび英国では「濃縮クリーム」もしくは「ホイッピングクリーム」、
または米国では「ミディアムクリーム」、「ライトホイッピングクリーム」もしくは「ホ
イッピングクリーム」と称される。これらのより濃厚なクリームは、より濃厚であるが、
依然として注入可能なコンシステンシーを有し、普通脂肪量の品種については約３０～３
６％の脂肪含量を通常有するが、濃度のために追加されるガムを含有する低脂肪品種は脂
肪含量がより低く、例えば１８％であり得る。スペクトルの上端には、濃厚なクリームが
あり、オーストラリアおよび英国では「ダブルクリーム」、または米国では「エキストラ
ヘビー」、「ダブル」または「製造者用クリーム」として知られる。これらのクリームは
、１杯分のクリームが、スプーンから塊（ｄｏｌｌｏｐ）で落ちるようなコンシステンシ
ーを有する。クリームを一定の流れで注入することはできない。これと対照的に、１杯分
のクリームチーズまたはクリームチーズタイプのスプレッドは、スプーンに張り付き、ス
プーンから擦り取った場合のみ塊（ｌｕｍｐ）として取り除かれる。クリームがスプーン
から落ちるとき塊（ｄｏｌｌｏｐ）が形成されるこのコンシステンシーのこのようなクリ
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ームは、本明細書においては「濃厚なクリーム」と称される。
【０００４】
　天然の乳クリームにはいくつかの欠点がある。これらのクリームは、貯蔵期間が限られ
ており、冷蔵貯蔵条件下で通常２週間未満である。これらのクリームを熱処理して、貯蔵
期間を増加させる場合、味、口当たり、テクスチャー、色および臭いを含む官能（ｓｅｎ
ｓｏｒｙ　ａｎｄ　ｏｒｇａｎｏｌｅｐｔｉｃ）属性を含む、クリームの特性に悪影響を
与える場合がある。
【０００５】
　さらに、クリームは、コクのあるクリーム系のソースの調製などの調理に典型的な高温
への加熱が施される場合、より流れやすくなり、被覆される他の食品に絡むことができず
、クリーム状の液体が皿の底にたまるため、風味が食品自体から失われる。
【０００６】
　さらに、加熱条件下で、クリームは分離し得る。室温または冷蔵温度でも、分離または
シネレシスは起こり得る。
【０００７】
　天然の乳クリームのさらなる欠点は、より濃厚なコンシステンシーのクリームが、より
高い脂肪含量を有する傾向にあることである。脂肪含量に由来する味特性およびテクスチ
ャー特性が失われることはないが、調理で使用する成分の脂肪含量を減少させることに対
して世間の関心が集まっている。
【０００８】
　多数のクリーム代替物が以前から提案されてきた。しかし、これらのクリーム代替物は
、乳脂肪を含まないか、かつ／もしくは乳脂肪または他の乳成分の代わりに植物性脂肪お
よび油を含有するように設計されている場合が多い。これにより、天然の乳クリームの風
味特性および官能特性に十分に密接に近似していない風味特性および官能特性を有するク
リーム代替物になる。さらに、これらの代替物は、調理時の安定性、濃化したコンシステ
ンシー、および高温にて食品上での良好な被覆特性の保持などの乳クリームと関連する他
の問題に対処していない。これらのクリーム代替物は、ホイップ用のクリーム代替物を提
供するように設計されている場合が多く、これは調理用途での使用に適したクリーム代替
物に所望される特性と異なる特性を含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　天然の乳クリームでのこれらの不足の１つまたは複数に対処することができるクリーム
代替物であって、それが、乳製品系の風味を保持するために乳成分に基づくものであり、
これらの望ましい特性を得ることができるクリーム代替物、およびその調製方法の開発が
望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、チーズカード成分および水に基づくものであり、かつ濃厚なクリームのテク
スチャーおよび／または高温での調理時の安定性を与えるのに適したガムの組合せを有す
るクリーム代替物、およびその製造方法を提供するものである。
【００１１】
　一実施形態によれば、
　チーズカードと、
　水供給源と、
　クリーム代替物に濃厚なクリームのテクスチャーを与えるガムと、
の組合せを含むクリーム代替物を提供する。
【００１２】
　製品中のガムの組合せにより、高温での長時間の調理中に安定性が与えられることが好
ましい。したがって、別の実施形態によれば、本発明は、
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　チーズカードと、
　水供給源と、
　クリーム代替物に１０分間煮込んだ後の油分離に対する安定性を与えるガムと、
の組合せを含むクリーム代替物（または調理用クリーム）を提供する。
【００１３】
　煮込みは、８５～９５℃の間の温度で行う。クリーム代替物は、２０分間煮込んだ後の
油分離に対する安定性を有することが好ましい。
【００１４】
　クリーム代替物の他の特性は、少なくとも４カ月、通常少なくとも６カ月の貯蔵期間で
ある。
【００１５】
　生成物の所望のコンシステンシーおよび煮込み中のその調理安定性は、組成物中に存在
するチーズカードの量が比較的低いことにより寄与される。組成物中のチーズカードの量
は、通常、全投入成分の５５重量％以下、いくつかの実施形態においては５０重量％以下
である。
【００１６】
　濃厚なクリームのコンシステンシー、および調理中の油分離に対する安定性を与えるこ
とが判明したガムの１つの特定の組合せは、ローカストビーンガムとキサンタンガムであ
る。したがって、一実施形態は、
　５５重量％以下の量のチーズカードと、
　水供給源と、
　ローカストビーンガムと、
　キサンタンガムと、
を含むクリーム代替物を提供する。
【００１７】
　クリーム代替物は、植物性油を含まないことが好ましい。言い換えれば、クリーム代替
物は、乳製品系クリーム代替物である。生成物に含めるための任意選択の追加の成分とし
ては、以下のもの：
　１種または複数の追加のガムまたはテクスチャー付与剤（ローカストビーンガムおよび
キサンタンガム以外）、
　１種または複数の乳化剤、
　１種または複数のマウスコーティング剤、
　１種または複数の増粘剤、および
　１種または複数の脂肪供給源（例えば、乳脂肪供給源）、
の１種または複数が挙げられる。
【００１８】
　追加の所望される成分としては、１種または複数の乳固形分、液体乳成分、香味料、保
存料、増量剤または充填剤および酸度調整剤を挙げることができる。
【００１９】
　一実施形態によれば、
　チーズカード、水供給源および水和ガムを合わせて、チーズカードの量が、全成分の５
５重量％以下である混合物を形成するステップと、
　混合物を均質化するステップと、
　混合物を低温殺菌するのに十分な温度および時間加熱して、クリーム代替物を形成する
ステップと、
を含む、クリーム代替物の製造方法も提供される。
【００２０】
　混合物は、ガムを含む活性成分が官能化して、所望のテクスチャー特性および安定性を
発現することを確実にするのに十分な温度および時間加熱し、混合することを一般に必要
とする。
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【００２１】
　均質化および低温殺菌は、任意の順番で行うことができる。
【００２２】
　該方法で合わせられるべき好ましい成分は、クリーム代替物に関して上に特定したとお
りである。したがって、水和ガムは、水和ローカストビーンガムおよび水和キサンタンガ
ムを適切には含む。これらのガムを水和させる任意選択の詳細は、以下にさらに詳細に概
説されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】１つの好ましい実施形態のプロセスフロー図である。
【図２】第２の好ましい実施形態のプロセスフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明は、天然の乳クリーム代替物として使用するのに適しており、天然の乳クリーム
に勝る利点をもたらすクリーム代替物に関する。これらの利点のいくつかは、長時間の高
温での調理中の安定性、濃厚なクリームのコンシステンシー、および食品上で良好な被膜
を維持する能力であってよい。生成物の別の利点は、天然の乳クリームと比較して貯蔵期
間がより長いことである。クリーム代替物は、乳製品系であり、さまざまな実施形態にお
いては、植物性脂肪および油を含まない。したがって、風味特性および官能特性が、天然
の乳クリームの風味特性および官能特性とかなり密接に近似している。また、生成物は、
クリームチーズスプレッドなどのチーズスプレッドに存在し得るタイプの過度に酸っぱい
「チーズ」の風味を回避している。
【００２５】
　「チーズ代替物」という用語は、クリームの代替物として使用するのに適した生成物を
称するために広く使用される。チーズ代替物は、高温での調理時にクリームの代替物とし
て使用するのに適した生成物であることが好ましく、したがって調理用クリームと称され
る場合がある。
【００２６】
チーズカード
　本発明のクリーム代替物は、チーズカードを含む。「チーズカード」という用語は、非
熟成チーズまたはフレッシュチーズのカードを指し、例としては、クリームチーズ、クワ
ルク、カッテージチーズおよび任意の他のソフトホワイトチーズが挙げられる。この部類
のチーズは、レンネット熟成チーズおよびロングライフチーズ、例えばチェダーチーズを
除外する。このような非熟成チーズは、乳製品、例えばクリームおよび／または乳の酸性
化、ならびにこのようにして製造された凝固物においてホエーから分離したカードの収集
を介して通常製造される。酸性化は、適切な発酵菌、例えば乳酸産生菌での発酵を介して
起こり得る。このようなチーズは熟成していない（したがって、レンネットでのタンパク
質分解熟成プロセスが行われていない）が、少量のレンネットを、これらの種類のチーズ
の製造中に加えて、カード凝固剤として機能させてもよい。「カード」についての言及は
、チーズが、ホエーの分離後に収集されたカードの形態で使用できることを示しているが
、チーズカードが、それだけに限らないがホエーを含む他の成分（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ
　ｏｒ　ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ）と組み合わせて使用してもよく、または存在してもよ
いことが認識されよう。
【００２７】
　一実施形態によれば、チーズカードは、クリームチーズ、カッテージチーズ、クワルク
および任意の他のソフトホワイトチーズの１種または複数から選択できる。チーズカード
は、クリームチーズ、カッテージチーズおよびクワルクの１種または複数から選択できる
。いくつかの実施形態によれば、チーズカードは、クリームチーズおよびクワルクの１種
またはそれらの組合せから選択される。
【００２８】
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　クリームチーズ、カッテージチーズ、クワルクおよびソフトホワイトチーズは、乳製品
業界では周知の種類のチーズである。クリームチーズは、発酵乳および発酵クリームから
製造される濃厚な非熟成チーズであり、最終生成物中の乳脂肪含量がより高い。一部の国
では別名「クアルク」または「ベーカーズチーズ」として知られるクワルクは、低脂肪乳
またはスキムミルクを用いて同様の方法で製造され、これにより、より低脂肪のフレッシ
ュチーズカード生成物が製造される。カッテージチーズは、クワルクと同様の方法で製造
され、出発物質として低脂肪乳または無脂肪乳も利用する。
【００２９】
　生成物中のチーズカードの量は、以下の要因の組合せに基づき決定される：
　必要なタンパク質の範囲を得る必要性；生成物中のタンパク質量が高すぎることにより
、濃厚すぎるか、「結合」しすぎる生成物になる。
【００３０】
　生成物の所望の脂肪量を得る必要性－クリーム代替等価物について、「レギュラー」お
よび「低脂肪」のクリームと伝統的に関連した量を下回る脂肪量が一般に所望される。
【００３１】
　使用されるべき特定のチーズカード製品の個性（上記の要因に基づくものでもある）。
【００３２】
　「普通脂肪」含量の天然の乳クリームは、約３５％（例えば３０～４０％）の脂肪含量
を通常含有する。「普通脂肪」量のクリームのクリーム代替物において、脂肪含量は約３
０％以下であることが所望され、したがって全体的または部分的にチーズカードにより寄
与される目標脂肪含量は、約１８から２８％、例えば２０から２８％、または２２から２
７％の範囲であることが望ましく、一般に目標値の２５％前後である。任意選択の追加の
成分について以下にさらに詳細に記載されているように、脂肪含量の一部は、クリームを
含む、乳脂肪含有成分によっても寄与され得る。
【００３３】
　「低脂肪」含量の天然の乳クリームは、約１８％（例えば１２～２５％）の脂肪含量を
通常含有する。「低脂肪」量のクリームのクリーム代替物において、脂肪含量が約３０％
以下であることが所望され、したがって、チーズカードにより全体的または部分的に寄与
される目標脂肪含量は、約８から１８％、例えば１０から１６％または１０から１４％の
範囲であることが望ましく、一般に目標値の１２％前後である。このような低脂肪クリー
ム代替物について、最終生成物の脂肪含量の大部分またはすべてが、チーズカードに由来
することが一般に所望される。
【００３４】
　普通脂肪クリームのクリーム代替物について、これらの脂肪量（および所望のタンパク
質量）にするために、クリーム代替物は、約２５から５５％のチーズカード、好ましくは
２５～４５％の間のチーズカードの組合せを含むことができる（生成物中の全脂肪分が、
生成物中の他の成分により寄与され得ることに留意）。一実施形態によれば、クリームチ
ーズ代替物は、クリームチーズを５～２５％の間、クワルクまたはカッテージチーズ（好
ましくはクワルク）を５～２５％の間で含む。１つの特定の実施形態によれば、クリーム
チーズ代替物は、クリームチーズを５～１５％の間、クワルクを１５～２５％の間で含む
。
【００３５】
　ライト脂肪クリームのクリーム代替物について、これらの脂肪量（および所望のタンパ
ク質量）にするために、クリーム代替物は、約２５から５５％のチーズカードの組合せを
含むことができる。一実施形態によれば、クリームチーズ代替物は、クリームチーズを１
５～５０％の間、クワルクまたはカッテージチーズ（好ましくはクワルク）を５～２５％
の間で含む。１つの特定の実施形態によれば、クリームチーズ代替物は、クリームチーズ
を２５～４５％の間、クワルクを５～１５％の間で含む。
【００３６】
　本明細書のパーセンテージはすべて、重量によるパーセンテージへの言及であるとして
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解釈されるべきである。クリーム代替物中のチーズカードの量を考慮すると、パーセンテ
ージ量は、製造中にチーズ代替物の製造で使用した全成分の重量によるパーセンテージと
して測定されることが留意される。
【００３７】
　クリーム代替物の製造で使用するチーズカードは、通常有意な水分含量を有する。水分
含量は、一般に約５０～９０％の範囲内である。一例として、クワルクは、水分含量が約
８０～９０％（例えば、約８５％）である。クワルクの通常のタンパク質含量は、約６～
１２％（例えば、約９．４％）であり、カゼイン含量は、通常約８．７０％であり、脂肪
含量は、通常非常に低く、約２％未満（例えば約０．１７％）である。別の例として、ク
リームチーズカードは、水分含量が約５０～６５％（例えば約５４．５％）である。
【００３８】
　クリームチーズカードの通常のタンパク質含量は、約５～１０％（例えば、約７．４０
）であり、カゼイン含量は、通常約６．８０％であり、脂肪含量は、通常、より高く約２
０～４０％（例えば約３４．００）である。生成物中のチーズカードの重量を評価する際
、チーズカードに自然に存在する水分含量が測定値に含まれる。チーズカードの成分の有
意な量は、クワルクなどの高い水分含量のチーズカードを使用する場合は特に、水分であ
るということになる。これは、最終生成物のテクスチャーに寄与する。
【００３９】
　普通脂肪と低脂肪の両方の品種について、生成物のタンパク質量が約２．０～６％であ
ることが所望される。該量は、ライト脂肪クリーム代替物については２～５％、普通脂肪
クリーム代替物については２～６％であることが好ましい。各々の好ましいタンパク質含
量の範囲は、約３．５から４．５％である。
【００４０】
　いくつかの実施形態のライト脂肪クリーム代替物および普通脂肪クリーム代替物につい
てタンパク質量、カゼイン量、水分含量および脂肪含量の目標値および標準値を以下に概
説する（すべて重量％として測定）。
【００４１】
【表１】

【００４２】
水供給源
　本発明のクリーム代替物は、任意の源からの組成物中で得ることができる水を含む。水
は、クワルクなどのチーズカード成分中に存在する水分含量に由来し得るか、または水自
体として提供され得る。生成物の全水分含量は約６０～７８％であってよい。普通脂肪ク
リーム代替物について、水分含量は約６０から７２％、例えば６２から７０％または約６
６％（＋／－２％）であってよい。ライト脂肪クリーム代替物について、水分含量は約６
６から７８％、例えば６８から７６％または約７２％（＋／－２％）であってよい。
【００４３】
ガム
　組成物中に存在するガムは、調理安定性および／またはテクスチャーなどのクリーム代
替物の所望の特性を提供するために選択される。
【００４４】
　適切なガムとしては、特にローカストビーンガムとキサンタンガムとの組合せが挙げら
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れる。この特定のガムの組合せは、クリーム代替物に必要なテクスチャー特性および安定
性を与えることが広範な試験作業から見出された。
【００４５】
　ローカストビーンガム（ＬＢＧ）は、マトリックスを一緒に保持する特性を提供し、テ
クスチャー付与特性およびクリーミーな口当たりを提供する。
【００４６】
　生成物の製造中、ローカストビーンガムにとって、必要な官能性を与えるために水和さ
れる（「加熱が不十分な」ことがない）ことが重要である。水和は、通常約１０分かかる
が、より長い水和時間を使用してもよい。水和は、製造プロセス中ｉｎ　ｓｉｔｕで行わ
れても、または予備水和ステップとして行われてもよく、水和ガムは、予備水和状態の別
のタンク内で場合により保持され、使用できる状態にする。水和は、水和を補助するため
に通常は約６５℃の高温で水または水供給源を用いて行うことができる。完全に水和させ
るためには十分な遊離水が存在しなくてはならない。クワルクの水分含量が高いことを考
慮して、クワルクをチーズカード材料の１つとして使用する場合、クワルク中の水分含量
を、このガム（または組成物中に存在する任意の他のガム）の水和で使用してもよい。
【００４７】
　クリーム代替物中のローカストビーンガムの量は、適切には０．０５～０．２％の間で
ある。普通脂肪クリーム代替物について、該量は、０．０６から０．１８％の間、通常は
約０．０８～０．１２％である。一例として、該量は、約０．０９６％（＋／－０．０１
％）であってよい。ライト脂肪クリーム代替物について、該量は、適切には０．０５から
０．１５％の間、例えば０．０６から０．１２％、通常は約０．０６～０．０９％である
。一例として、該量は、約０．０７２％（＋／－０．０１％）であってよい。
【００４８】
　キサンタンガムは、結合特性をもたらし、生成物が堅すぎるほど強くは結合せずに、ク
リーム代替物中に懸濁した固形物を保持する。キサンタンガムの代わりに調査した他のガ
ムからは、特にローカストビーンガムと組み合わせたキサンタンと同等の特性が得られな
かった。
【００４９】
　生成物の製造中、キサンタンガムにとって、必要な官能性を与えるために水和される（
「加熱が不十分な」ことがない）ことが重要である。水和時間、水供給源、温度、ｉｎ－
ｓｉｔｕ水和または予備水和の詳細を含む、上のローカストビーンガムの水和に関する詳
細は、キサンタンガムにも同様に当てはまる。
【００５０】
　クリーム代替物中のキサンタンガムの量は、適切には０．００５～０．０８％の間であ
る。普通脂肪クリーム代替物について、該量は、適切には０．００５から０．０８％の間
、例えば０．０１から０．０５％、通常は約０．０１～０．０４％である。一例として、
該量は、約０．０２４％（＋／－０．００５％）であってよい。ライト脂肪クリーム代替
物について、該量は、適切には０．００５から０．０５％の間、例えば０．００８から０
．０４％、通常は約０．０１～０．０３％である。一例として、該量は、約０．０１８％
（＋／－０．００５％）であってよい。
【００５１】
　クリーム代替物中のローカストビーンガムとキサンタンガムとの相対量は、適切には６
０：４０～９５：５の間、好ましくは７０：３０～９０：１０の間、通常は７５：２５か
ら８５：２５の範囲内である。１つの特定の例として、８０：２０の比がある。
【００５２】
　一実施形態によれば、ローカストビーンガムおよびキサンタンガムを、チーズカードを
製造するための任意の発酵または酸性化の完了後にチーズカードと合わせる。生成物の製
造に使用するチーズカードは、最終生成物の粘度に悪影響を与える可能性があるため発酵
または酸性化の前に加えられたガムを含有していないことが所望される。
【００５３】
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他のガム
　ローカストビーンガムおよびキサンタンガムは、クリーム代替物に最も適した特性を与
えることが判明したが、他のガムまたはガムの組合せが、ローカストビーンガムとキサン
タンガムとの組合せの代わりにクリーム代替物に所望される特性を与えることを見出すこ
とができる。これに関連して考慮され得る他のガムとしては、ローカストビーンガム、キ
サンタンガム、カラギナン、グアーガム、カルボキシメチルセルロース（カルボキシメチ
ルセルロースナトリウムなどのそのすべての塩を含むＣＭＣ）、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロースおよびヒドロキシプロピルセルロースを含むセルロース系ガム、アルギン酸
ナトリウムなどのアルギン酸塩の塩を含むアルギン酸塩、全種類のペクチン、寒天、アラ
ビノガラクタンガムもしくはラーチガム、トラガカントガム、アラビアガムもしくはアカ
シアガム、ジェランガムおよびカラヤガム、またはそれらの混合物から選択される１種ま
たは複数のガムが挙げられる。
【００５４】
他の成分
　生成物に含めるための任意選択の追加の成分としては、以下のもの：
　１種または複数の追加のガムまたはテクスチャー付与剤（ローカストビーンガムおよび
キサンタンガム以外）、
　１種または複数の乳化剤、
　１種または複数のマウスコーティング剤、
　１種または複数の増粘剤、および
　１種または複数の脂肪供給源（例えば、乳脂肪供給源）、
の１種または複数が挙げられる。
【００５５】
　追加の所望の成分としては、１種または複数の乳固形分、香味料、保存料、増量剤また
は充填剤および酸度調整剤を挙げることができる。
【００５６】
テクスチャー付与剤
　いくつかの実施形態のクリーム代替物は、１種または複数の追加のガムまたはテクスチ
ャー付与剤（ローカストビーンガムおよびキサンタンガム以外）を含むことができる。こ
れらは、上に列挙されたガムのリスト、またはゼラチンを含む当技術分野で公知の他のテ
クスチャー付与剤から選択できる。
【００５７】
　ローカストビーンガムの一部を、追加のガム／テクスチャー付与剤としてグアーガムと
置き換えてもよい。
【００５８】
　クリーム代替物に含めるのに適したテクスチャー付与剤の一例としては、ゼラチンがあ
る。ゼラチンは、テクスチャー付与剤であり、そのゲル化特性により生成物にさらにゲル
状のテクスチャーを与える。ゼラチンは、クリーム代替物が、長い粘着性の尾を引くこと
なくスプーンまたは容器から塊で落ちるように、よりスプーナブルなテクスチャーまたは
より「短い」テクスチャーを与えることを補助する。ゼラチンは、クリーム代替物の０～
３％の量で存在し得る。ゼラチンが存在する場合、クリーム代替物の０．０５～３％の量
で存在し得る。普通脂肪クリーム代替物とライト脂肪クリーム代替物の両方について、該
量は、適切には０．０５～１％の間、例えば約０．０８から０．５％である。普通脂肪ク
リーム代替物において、該量は、約０．１％（＋／－０．０５％）であってよく、ライト
脂肪クリーム代替物において、該量は約０．１５％（＋／－０．０５％）であってよい。
【００５９】
　適切な追加のガム／テクスチャー付与剤の一例としては、カルボキシメチルセルロース
がある。カルボキシメチルセルロースは、クリーム代替物の０～３％の量で存在し得る。
カルボキシメチルセルロースが存在する場合、クリーム代替物の０．０５～３％の量で存
在し得る。普通脂肪クリーム代替物とライト脂肪クリーム代替物の両方について、該量は
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、適切には０．０５～１％、例えば約０．０８から０．５％である。一例として、該量は
、約０．１５％（＋／－０．０５％）である。該量は、クリーム代替物にネバネバしたテ
クスチャーを与えないように適切に選択される。この試剤は、口当たり特性ももたらす。
【００６０】
乳化剤
　いくつかの実施形態のクリーム代替物は、１種または複数の乳化剤を含むことができる
。乳化剤は、脂肪酸モノグリセリドおよびジグリセリド、グリセロール酢酸および脂肪酸
エステル、グリセロール乳酸および脂肪酸エステル、クエン酸エステル、グリセロールク
エン酸および脂肪酸エステル、グリセロールジアセチル酒石酸および脂肪酸エステル、ポ
リグリセロール脂肪酸エステル、グリセロール酒石酸、酢酸および脂肪酸混合エステル、
ショ糖脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、モノステアリン酸ソルビ
タン、トリステアリン酸ソルビタン、ポリオキシソルビタンエステル、ポリソルベート（
例えば、ポリソルベート８０、６０または６５）およびレシチンの１種または複数から選
択できる。
【００６１】
　一例として、乳化剤は、グリセロールジアセチル酒石酸および脂肪酸エステルを含むこ
とができる。この種の乳化剤の一例は、Ｐａｎｏｄａｎの商標で販売されている。この試
剤は、高い調理温度での油分離の防止を補助する。
【００６２】
　乳化剤の量は、クリーム代替物に不都合な風味を与えるほど大量に存在せず、適切な乳
化特性を与えるように選択されるべきである。１つの指針として、乳化剤が存在する場合
、その量は、０から０．３％、適切には０．０５～０．３％であってよい。該量は、０．
２％以下であることが好ましい。普通脂肪クリーム代替物に含めるのに適した量は、０．
０５～０．２％、例えば約０．１５％（＋／－０．０３）である。低脂肪クリーム代替物
に含めるのに適した量は、０．０５～０．２５％、例えば０．０５～０．５％、約０．１
１４％（＋／－０．０３）である。
【００６３】
　製造方法に関して、乳化剤は、温度が少なくとも６０℃または約６５℃などの十分に高
いときに取り込まれなくてはならない。したがって、製造中ではあるが低温殺菌および均
質化の前に、最終成分として、または最終成分の１つとして乳化剤を加えることが適切で
ある。これは、脂肪系またはトリグリセリド系の乳化剤、例えばグリセロールジアセチル
酒石酸および脂肪酸エステルに特に当てはまる。これにより、乳化剤が添加と同時に官能
化してその乳化効果を発揮することが可能となる。
【００６４】
マウスコーティング剤
　マウスコーティング剤は、上に列挙したガムのリストから選択できる。いくつかのガム
は、テクスチャー付与特性およびマウスコーティング特性をもたらす。この効果を与える
試剤の一例としては、ＣＭＣがある。
【００６５】
増粘剤
　適切な増粘剤としては、加工デンプンまたは機能性デンプンを含む、あらゆる種類のデ
ンプンが挙げられる。考慮され得る増粘剤の範囲の中には、リン酸架橋デンプン、リン酸
モノエステル化リン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、無水酢酸でエステ
ル化した酢酸デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋
デンプンおよびオクテニルコハク酸デンプンナトリウムがある。クリーム代替物中で増粘
剤として使用するのに適したデンプンの一例としては、オクテニルコハク酸デンプンナト
リウムがあり、これは、実施例において「変性ワックス状トウモロコシＮ－クリーマー」
と称される。
【００６６】
　デンプンは、クリーム代替物の０～１．５％の量で存在し得る。デンプンが存在する場
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合、クリーム代替物の０．２～１．５％の量で存在し得る。普通脂肪クリーム代替物とラ
イト脂肪クリーム代替物の両方について、該量は、適切には０．５～１．０％の間である
。一例として、普通脂肪クリーム代替物はデンプンを約０．７％（＋／－０．１％）含む
ことができ、ライト脂肪クリーム代替物はデンプンを約０．８％（＋／－０．１％）含む
ことができる。
【００６７】
脂肪供給源
　いくつかの実施形態のクリーム代替物は、脂肪供給源を含むことができる。この脂肪供
給源は、チーズカード以外（すなわちチーズカードに追加されるもの）であり、それによ
り、クリーム代替物が一定の脂肪量になる。生成物の全脂肪量に、脂肪量を増加させ、ク
リーミーな風味および口当たりを与えるために多少の脂肪分を取り込む余地がある場合、
追加の脂肪供給源を含めることは、普通脂肪クリーム代替物に特に適している。脂肪供給
源は、乳脂肪供給源であることが好ましく、クリームであることが好ましい。利用できる
他の乳脂肪供給源としては、濃縮乳脂肪および無水乳脂肪が挙げられる。クリームの脂肪
含量は１８から８０％または３０から６０％の範囲であってよく、脂肪含量は適切には３
０から４５％の範囲、例えば約３５～４２％である。
【００６８】
　低脂肪クリーム代替物において、クリーム代替物は、チーズカード以外の任意の脂肪供
給源を含まないことが好ましい。普通脂肪クリーム代替物において、脂肪供給源は、クリ
ームであることが好ましく、脂肪供給源は、クリーム代替物の０～６０重量％、好ましく
は０～５０重量％、例えば１０～５０重量％、２０～５０重量％、または３０～５０重量
％の量で追加されることが好ましい。
【００６９】
追加の成分
　いくつかの実施形態のクリーム代替物は、１種または複数の追加の成分を含むことがで
きる。適切な成分としては、乳固形分および液体乳成分（例えばホエータンパク質濃縮物
、スキムミルク粉末、無脂肪乾燥乳（ＮＦＤＭ）、乳タンパク質濃縮物、カゼイン、液体
ホエータンパク質濃縮物、ホエータンパク質分解物、液体スイートホエーまたは乾燥スイ
ートホエー、液体酸ホエーまたは乾燥酸ホエーなど、ならびにそれらの混合物）、香味料
（例えば塩、甘味料、果実フレーバーまたは果実、バニラなど）、保存料（任意の公知の
種類のもの、例えばソルビン酸）、増量剤または充填剤（例えばマルトデキストリンなど
）および酸度調整剤（例えば食品等級の酸、例えばクエン酸、および食品等級のアルカリ
、例えばリン酸三ナトリウム）を挙げることができる。増量剤含量は、０～２０重量％の
間であってよい。
【００７０】
　酸度調整剤は、生成物のｐＨを所望のレベルに調節する必要があるときに使用できる。
適切な目標ｐＨは、４．５～５．０の範囲である。一例として、ｐＨ目標は約４．７であ
ってよい。ｐＨが目標値を下回る場合、アルカリを使用してｐＨを上昇させることができ
、またはｐＨが目標値を上回る場合、酸を使用してｐＨを低下させることができる。
【００７１】
植物性油を含まない
　クリーム代替物は植物性油を含まないことが好ましい。言い換えれば、クリーム代替物
は乳製品系のクリーム代替物である。乳化剤など、組成物中のいくつかの成分は、植物性
油由来であってよく、したがって、「植物性油を含まない」という用語は、油の形態の植
物性油が存在しないことを意味するとして解釈されるべきである。少量（１％未満）の植
物性油由来の生成物は、この要件の遵守を考慮すると、除外されるべきである。したがっ
て、「植物性油を含まない」という用語は、生成物が、植物性油または植物性油由来の成
分を１％未満、好ましくは０．５％未満含有することを意味する。生成物は、油の形態の
植物性油を０％、任意の植物性油由来の成分を０．５％未満含有することが好ましい。
【００７２】
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クリーム代替物の特性
　クリーム代替物は適切には調理安定性を有する。調理安定性は、例えば少なくとも１０
分間の加熱、例えば煮立った状態まで加熱する間の油分離（凝乳または脱脂に至るより極
端なレベルの油分離）に対する安定性と称される。通常の煮込み温度は８５～９５℃の間
である。生成物は、少なくとも２０分間油分離に対する安定性を有することが好ましい。
一般に、油分離に対する安定性は、より長時間存在するであろう。対照的に、標準的なク
リーム中の油／脂肪により、約１０分で油分離および凝乳が起こり、凝乳の程度は、２０
分煮込んだ後でかなりの程度になるであろう。
【００７３】
　伝統的なクリームチーズおよびクリームチーズスプレッドは、油分離および褐変または
焦げの可能性からこの調理安定性試験で不合格となる傾向があろう。
【００７４】
　クリーム代替物は、濃厚なクリームのコンシステンシーを適切には有する。「濃厚なク
リーム」とは、クリームがスプーンから落ちるとき塊を形成するコンシステンシーを有す
るクリームであるとして本明細書に定義されている。クリームの塊は、スプーンから擦り
取らずに重力作用下でスプーンから落ちることが必要とされる。一般に、クリーム代替物
の塊は、スプーンから垂れ下がる粘着性または長い尾を引くことなく塊でスプーンから落
ちるであろう。これは、「スプーナブルなコンシステンシー」とも称される。濃厚なクリ
ームは、１杯分を、柔らかい端部を用いてクリームの容器から取り出したとき、痕跡を残
す特性を有することも好ましい。このテクスチャーは、オーストラリアおよび英国では「
ダブルクリーム」として知られるクリームに対応する。
【００７５】
　このコンシステンシーは、このようなクリームチーズ／スプレッド１杯分が、スプーン
からチーズ／スプレッドを擦り取らなければスプーンから重力作用下で落ちないという点
で、クリームチーズまたはクリームチーズスプレッドのコンシステンシーを有する生成物
と区別される。クリームチーズ／スプレッドの粘度および生成物の粘着性により、このこ
とが起こるのが防がれ、生成物はスプーンに張り付く。
【００７６】
　クリーム代替物のコンシステンシーを評価する指針は、（硬度を測定するために）ブル
ックフィールド粘度分析器およびスティーブンステクスチャー分析器で生成物を試験する
ことにより得ることができる。
【００７７】
　ブルックフィールド粘度試験において、生成物の熱試料６００ｇ（７０℃）は、速度２
０ｒｐｍおよびスピンドル６の設定に基づき、製造中均質化の前に測定したとき、３００
～２５００ｃｐｓ、好ましくは３００～１８００ｃｐｓの間の粘度を有することが必要と
される。ベンチスケールの結果は、同じ最終コンシステンシーの生成物で異なる示度にな
る場合があるため、この試験は市販の製造スケールで評価されるべきである。
【００７８】
　クリームチーズおよびクリームチーズスプレッドは、一般に、この温度で約６０００～
７０００ｃｐｓのブルックフィールド粘度を有することが留意される。したがって、コン
システンシーは、本明細書に開示されたクリーム代替物の濃厚なクリームのコンシステン
シーとは全く異なる。
【００７９】
　スティーブンステクスチャー試験において、５℃での完成品は、スピンドル速度１ｍｍ
／秒およびスピンドル移動距離１０ｍｍで、円筒状スピンドルＴＡ１１型（直径２５．４
ｍｍ、長さ３５ｍｍ）を用いて、６０～２００ｇの間の測定値となることが必要とされる
。ベンチスケールの結果は、同じ最終コンシステンシーの生成物で異なる示度になる場合
があるため、この試験は市販の製造スケールで評価されるべきである。
【００８０】
　クリーム代替物の他の特性は、少なくとも４カ月、通常少なくとも６カ月の貯蔵期間で
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ある。
【００８１】
　「貯蔵期間」とは、生成物（例えばクリーム代替物）を、食品腐敗／汚染微生物を一切
含まず、不快な芳香、外観、味、コンシステンシー、口当たり、悪臭（ｏｆｆ－ｏｄｏｕ
ｒ）、異臭（ｏｆｆ－ｆｌａｖｏｕｒ）、褐色化、凝集、粘着性または滑りやすいテクス
チャーなどの不快な官能特性にならずに冷蔵温度（１～４℃）で貯蔵できる期間を指す。
【００８２】
製造方法
　簡単に言えば、クリーム代替物の製造方法は、
－チーズカード、水供給源および水和ガムを合わせて、チーズカードの量が、全成分の５
５重量％以下である混合物を形成するステップと、
－混合物を均質化するステップと、
－混合物を低温殺菌するのに十分な温度および時間加熱して、クリーム代替物を形成する
ステップと
を含む。
【００８３】
　一実施形態によれば、該方法は
　発酵または酸性化により製造されるチーズカードを得るステップと、
　チーズカードを製造するための発酵または酸性化の完了後の時点で、チーズカードを水
供給源ならびに水和ローカストビーンガムおよび水和キサンタンガムと合わせて、チーズ
カードの量が、全成分の５５重量％以下である混合物を形成するステップと
　混合物を均質化するステップと、
　混合物を低温殺菌するのに十分な温度および時間加熱して、クリーム代替物を形成する
ステップと、
を含む。
【００８４】
　一般に、該方法は、チーズカードを製造するための発酵以外に発酵ステップを一切含ま
ない。
【００８５】
　混合物は、ガムを含む活性成分を官能化して、所望のテクスチャー特性および安定性を
発現するのに十分な温度および時間加熱し、混合することを一般に必要とする。したがっ
て、該方法は、
－混合物を、ガムを含む活性成分が官能化して所望のテクスチャー特性および安定性を発
現することを確実にするのに十分な温度および時間加熱し、混合するステップ
を含むことができる。
【００８６】
　所望の特性は、濃厚なクリームのテクスチャー、粘度特性およびスティーブンステクス
チャー特性、ならびに調理安定性の特性の１つまたは複数を含む、先に記載したものであ
る。
【００８７】
　このステップを行うのに適した温度および時間としては、混合しながら、４０～８０℃
の間の温度、２～４０分の間の時間が挙げられる。成分を予熱してもよく（例えば、ガム
を約６５℃の温水／熱湯で水和させてもよい）、それにより温度は、このような予熱によ
り既にもたらされた高いレベルで維持するだけで済むと思われることが留意される。した
がって、「加熱」という用語は、成分の予熱および／もしくは高温の成分の維持、ならび
に／または追加の加熱エネルギーの利用を包含するとして広く解釈されるべきである。一
般に、所望の特性を発現するのに適したレベルで温度を維持するか、または該レベルまで
温度を上昇させるために何らかの加熱エネルギーを利用することが少なくとも必要とされ
ることが一般に予想される。好ましい温度は、５０～７５℃、より好ましくは６０～７５
℃であり、好ましい時間は、適切には５から３０分、好ましくは１０から３０分である。
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【００８８】
　成分は、混合時間にわたって徐々に添加できる。したがって、時間は、対象成分の添加
中の時間を含む。
【００８９】
　均質化および低温殺菌は任意の順番で行われてもよく、同時に行われてもよい。
【００９０】
　該方法で合わせられるべき好ましい成分は、クリーム代替物について上に特定されたと
おりである。したがって、水和ガムは、適切には水和ローカストビーンガムおよび水和キ
サンタンガムを含む。これらのガムの水和に関わる方法に関するいくつかの詳細は、上に
概説されている。存在し得る他のガムは、水和を必要とする場合もしない場合もある。
【００９１】
　製造方法に含まれるべき成分の好ましい相対量および好ましい形態の詳細は、上に記載
されたクリーム代替物の実施形態の詳細な説明を参照することにより決定できる。
【００９２】
　一実施形態によれば、製造方法は、
　ローカストビーンガムを水または水供給源で水和させるステップと、
　キサンタンガムを水または水供給源で水和させるステップと、
　水和ローカストビーンガムおよび水和キサンタンガムをチーズカードと高温で混合して
、混合物を形成するステップと
　乳化剤を混合物に高温で場合により加えるステップと
　混合物を均質化するステップと、
　混合物を低温殺菌するのに十分な温度および時間加熱して、クリーム代替物を形成する
ステップと、
を含む。
【００９３】
　所望のクリーム代替物の組成に応じて、成分は、所望のテクスチャー特性および安定性
を得ることを促進する順番で合わせることができる。しかし、一般に、ガムが完全に水和
されるのであれば、それらを取り込む順番は入れ替えられてもよい。したがって、上記実
施形態において、ガムの水和の順番およびガムが水和される位置は重要ではなく、ステッ
プは、言語が他の意味を示す場合を除き特定の順番を意味すると解釈されるべきではない
。
【００９４】
　ライト脂肪クリーム代替物の形成に適した１つの特定の実施形態について、該方法は、
　ローカストビーンガムを水または水供給源で水和させるステップと、
　キサンタンガムを、水和ローカストビーンガムで水和させて、それと合わせて、第１の
組合せを形成するステップと、
　第１の組合せを、乳化剤以外の粉末状成分と合わせて、第２の組合せを形成するステッ
プと、
　第２の組合せを、チーズカードと高温で混合して、混合物を形成するステップと、
　酸度調整剤を混合物に場合により加えるステップと、
　乳化剤を混合物に高温で場合により加えるステップと、
　混合物を均質化するステップと、
　混合物を低温殺菌するのに十分な温度および時間加熱して、クリーム代替物を形成する
ステップと、
を含む。
【００９５】
　この実施形態において、粉末状成分（すなわち、粉末形態のクリーム代替物の成分）は
、追加のガム、例えばカルボキシメチルセルロースまたは類似物、テクスチャー付与剤、
例えばゼラチン、増量剤、例えばマルトデキストリン、塩および保存料から選択される１
種または複数の成分を含むことができる。一実施形態によれば、第１の組合せと合わせた
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粉末状成分は、これらの成分各々を含む。これらの成分は、水または水供給源とともに加
えることができる。
【００９６】
　チーズカードは、最終生成物との関連で上に記載されているように、単一の種類のチー
ズカード、または２種以上のチーズカードの組合せを含むことができる。例えば、チーズ
カードは、クワルクおよびクリームチーズカードを含むことができる。これらは、一緒に
、またはいくつかの段階で加えることができ、各段階は、チーズカードの種類を単一でま
たは組み合わせて加えることを含み得る。乳化剤が存在する場合、混合物が６０℃以上、
好ましくは６５℃以上の温度であるとき、最終成分として加えられることが好ましい。
【００９７】
　普通脂肪クリーム代替物の形成に適した別の実施形態によれば、該方法は、
　ローカストビーンガムおよびキサンタンガムから選択される第１のガムを水または水供
給源で水和させるステップと、
　水和させた第１のガムを、第１のチーズカード成分と合わせるステップと、
　水和させた第１のガムと第１のチーズカードとの組合せを、ローカストビーンガムおよ
びキサンタンガムの他方である第２のガムと合わせるステップであって、第２のガムを、
予め水和させるか、または水を場合により追加してｉｎ　ｓｉｔｕで水和させるステップ
と、
　水和ガムとチーズカードとの組合せを、（ｉ）第２のチーズカード成分および（ｉｉ）
乳化剤および酸度調整剤以外の粉末状成分と高温で混合して、混合物を形成するステップ
と、
　乳脂肪を混合物に場合により加えるステップと、
　酸度調整剤を混合物に場合により加えるステップと、
　乳化剤を混合物に高温で場合により加えるステップと、
　混合物を均質化するステップと、
　混合物を低温殺菌するのに十分な温度および時間加熱して、クリーム代替物を形成する
ステップと、
を含む。
【００９８】
　一実施形態によれば、第１のガムはローカストビーンガムであり、第２のガムはキサン
タンガムである。
【００９９】
　第１のチーズカードは、第２のチーズカードと同じ個性であってよく、または異なる個
性であってもよい。一実施形態によれば、第１のチーズカードはクワルクを含み、第２の
チーズカードはクワルクおよびクリームチーズカードを含む。この実施形態において、水
和ガムと第１のチーズカードとの組合せと、（ｉ）第２のチーズカード成分および（ｉｉ
）乳化剤以外の粉末状成分との混合は、単一の段階でまたはいくつかの段階で行うことが
でき、各段階は、成分（ｉ）および（ｉｉ）の一部を加えることを含み得る。したがって
、一実施例において、（ｉ）クワルク成分である第２のチーズカード成分の一部を、（ｉ
ｉ）乳化剤以外の粉末状成分すべてとともに、一段階で加え、第２の段階において、（ｉ
）クリームチーズカードである第２のチーズカード成分の第２の部分を混合して、混合物
を形成する。乳脂肪を混合物に加える場合、第２のチーズ成分の第２の部分の混合中など
の任意の適切な時に行うことができる。酸度調整剤を混合物に加える場合、第２のチーズ
成分（および存在する場合は乳脂肪）の第２の部分の混合中などの任意の適切な時に行う
ことができる。乳化剤が存在する場合、混合物が６０℃以上、好ましくは６５℃以上の温
度であるとき最終成分として加えられることが好ましい。
【０１００】
　この実施形態において、粉末状クリーム代替物の成分は、追加のガム、例えばカルボキ
シメチルセルロースまたは類似物、ゼラチン、増量剤、例えばマルトデキストリン、塩お
よび保存料から選択される１種または複数の成分を含むことができる。一実施形態によれ
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ば、第１の組合せと合わせた粉末状クリーム代替物の成分は、これらの成分各々を含む。
これらの成分は、水または水供給源とともに加えることができる（クワルクは、水供給源
の一例である）。
【０１０１】
食品
　上に記載のクリーム代替物で調製できる食品としては、例えばソース、グレービー、ス
プレッド、ディップ、ドレッシング、フィリング、トッピング、デザートなど、ならびに
それらの組合せが挙げられる。クリーム代替物は、コクのあるソース（例えば、アルフレ
ッドソースなどのクリームパスタソース）およびデザート（例えばティラミス）を調製す
るのに特によく適しており、このような食品用途において従来の濃厚または重いクリーム
と同様の方式で使用できる。クリーム代替物は、ソースまたはデザートの製法の従来のク
リームの必要条件の全部または一部の代わりとして使用した場合、クリーム系のソースお
よびデザートの調製においてさらなる利便性、安定性および調理の向上をもたらす。
【０１０２】
　一実施形態において、クリーム代替物を含む乳製品系食品が提供される。食品は、クリ
ーム代替物を約２０から約８０重量％含有することが好ましい。
【０１０３】
　以下の実施例は、本発明の方法およびクリーム代替物、ならびに本発明の好ましい実施
形態のクリーム代替物を取り込む食品の好ましい実施形態を記載および例示している。こ
れらの実施例は、単に例示することが意図されており、範囲または精神のいずれかにおい
てそれらを限定するものではない。当業者は、これらの実施例に記載の材料、条件および
方法の変形形態が使用できることを容易に理解されよう。別段の記載がない限り、パーセ
ンテージはすべて、重量パーセンテージである。
【実施例】
【０１０４】
　所望のクリーム代替物の開発中、いくつかの技法を使用して、クリーム代替物の特性を
評価した。試験手順の詳細を以下に示す。
【０１０５】
　ブルックフィールド粘度測定
　この試験を使用して熱生成物のテクスチャー（７０℃での粘度）を測定した。
　速度２０ｒｐｍ、使用されたスピンドル６、試料６００ｇ。
　理想範囲３００～１８００ｃｐｓ（予備均質化）
【０１０６】
　スティーブンステクスチャー分析器
　硬度を使用して、完成品のテクスチャーを分析した。
　円筒状スピンドルＴＡ１１型（直径２５．４ｍｍ、長さ３５ｍｍ）
　使用したスピンドル速度－１ｍｍ／秒
　スピンドルが移動した距離－１０ｍｍ
理想範囲６０～２００ｇ
【０１０７】
　官能試験
　クリーム代替物をさまざまな食品組成物、例えばパスタで試験したが、本発明はパスタ
に限定されない。
【０１０８】
　この試験は、比較のために標準的な調理用クリームと平行して行われた。クリーム代替
物（２５０ｇ）および標準的な調理用クリーム（２５０ｇ）を、別のフライパンで同じ時
間（約７～９分）および同じ熱強度（８５～９５℃）でガスコンロで調理した。等量のパ
スタおよびカット野菜を加えて（最大１分かけて撹拌する）、最終食品組成物を、味、風
味、被覆性、光沢、口内でのクリーミーさおよびフライパンに残った残渣で評価した。
【０１０９】
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　好ましいスプーナブルなテクスチャー
　所望のスプーナブルなクリーム代替物は、大きな抵抗なしに容器からスプーンですくい
取ることができ、容器内の切り口が滑らかであり、スプーンから滑り落ちて、容器に非常
に緩やかに揺れながら戻る。容器に揺れながら戻る際に、後にドリッピングまたはテーリ
ングを一切残さない。
【０１１０】
　総合評価
　評価は、「１」を最も好ましい、「５」を最も好ましくないとする１から５のスケール
で行われた。これは、生成物の官能属性をすべて考慮して決定される。
【０１１１】
　貯蔵期間
　クリーム代替物の貯蔵期間は、冷蔵（１～４℃）貯蔵で貯蔵した生成物が、微生物学的
に安定であり、官能的期待に添う期間になるように決定された。
【０１１２】
　生成物を、一般細菌数（ＳＰＣ）ならびに酵母およびかび（Ｙ＆Ｍ）増殖について毎月
試験し、貯蔵期間評価中の微生物学的安定性を評価した。標準オーストラリア試験方法Ａ
Ｓ５０１３．１－２００４およびＡＳ５０１３．２９－２００９を各々ＳＰＣおよびＹ＆
Ｍに使用した。
【０１１３】
　官能評価は、４人の経験のある訓練を受けた官能評価者の集団により行われた。９点の
強度スケールのプロファイリング方法を使用して、選択した官能特性を評価した。パネリ
ストは、選択した属性のアンカーを使用してこれらの属性について訓練された。官能評価
の開始時に、各属性について基準点をマークし、その後毎月評価を行って、９点の強度ス
ケールでの該基準点に対する任意の変化を評価した。すべての属性を、各セッションの最
後に考察して、コンセンサススコアを使用して、該基準点に対する任意の変化を決定した
。評価は毎月行われた。
【０１１４】
　官能評価について、標準的なレギュラー調理用クリームおよびライト調理用クリームを
含む生成物は、上の官能試験に記載されている製法および方法に従って調理された。生成
物を、標準的な調理用クリームに対する識別試験の程度により重要な属性について評価し
た。この場合もやはり、スケールの中央に基準（クリーム）および両側に±４点を有する
９点のスケールを使用して、特定の属性が基準を下回るか、または上回るかについて決定
した。評価は毎月行われ、最大１０人の評価者が生成物を味見した。
【０１１５】
（実施例１）
　レギュラークリーム代替物
　この実施例において、クリーム代替物を、チーズカード成分に基づく、スプーナブルな
濃厚なクリームのコンシステンシーを有するレギュラークリーム代替物を製造するために
調製した。生成物は、高い調理温度で安定性を有し、貯蔵期間が少なくとも１８０日であ
ることも所望された。試料１から５は、試験した成分の３０の組合せの内５つを概説して
いる。個別にまたは試料１から５に記載のものと組み合わせるかのいずれかで試験した他
の安定剤としては、とりわけグアーガム、ジェランガム、アルギン酸塩および異なるデン
プンが挙げられる。広範な実験計画を行って、異なる安定剤、異なる量の安定剤、および
異なる安定剤の組合せの効果を評価し、最終生成物を最適化した。
【０１１６】
　すべての試料の調製において、水和に使用する水を６５℃で加熱した。これは、安定剤
およびタンパク質粉末の適切な水和および分散を確実にした。混合タンクを高せん断装置
に取り付けた。他のせん断装置、例えばポンプまたはタンクも使用できる。高せん断は、
安定剤、粉末および他の成分の適切な混合および水和を確実にした。
【０１１７】
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　試料１では、ローカストビーンガムを１０分間水和させた。次いで、発酵スキムミルク
スラリーを混合物に加えた。その後カラギナンを混合物に加え、次いでスラリーをさらに
５分間混合した。カラギナンを加える前に発酵スキムミルクスラリーを加えて、ガムの水
和用にさらなる水分を得た。すべての残りの成分（スキムミルク粉末、ホエータンパク質
濃縮物、塩、デンプン、ゼラチン、クエン酸およびソルビン酸）を、このステップの後で
加えた。次いで、脂肪分４２％のクリームを７０℃で加えた後、クリームチーズカードを
７８℃で加えた。混合物を均一にブレンドし、混合温度が６５℃に達するまで加熱した。
次いで、乳化剤を加え、生成物を７６℃で低温殺菌した。水分およびｐＨは、必要な場合
この段階で調節できる。完成品の目標ｐＨは、４．６５＋／－０．１５であり、水分は実
施例１の全生成物で６６．２＋／－１．５であった。次いで、混合物を１５０～２００ｂ
ａｒで均質化（２段階均質化、１００／５０）し、所望の滑らかでクリーミーな光沢のあ
るテクスチャーを実現し、安定剤系の良好な活性化を促進した。次いで、生成物を適切な
容器に詰めた。
【０１１８】
　試料２では、ベース配合を、クワルクおよびキサンタンガムを含むように変更し、他の
成分を適宜調節した。ローカストビーンガムを１０分間水和させた（実験で使用する全水
分の約６５％を使用）。その後キサンタンガムを加える前に残りの水およびクワルク５０
％を加えた。クワルクから、ガムの水和用にさらなる水分が得られた。残りのクワルクお
よびすべての他の成分（スキムミルク粉末、塩、デンプン、カルボキシメチルセルロース
ナトリウム、クエン酸およびソルビン酸）を加える前に、スラリーをさらに５分間混合し
た。次いで、脂肪分４２％のクリームを７０℃で加えた後、クリームチーズカードを７８
℃で加えた。混合物を均一にブレンドし、混合温度が６５℃に達するまで加熱した。次い
で、乳化剤を加え、生成物を７６℃で低温殺菌した。水分およびｐＨは、必要な場合この
段階で調節できる。次いで、混合物を１５０～２００ｂａｒで均質化し、所望の滑らかで
クリーミーな光沢のあるテクスチャーを実現し、安定剤系の良好な活性化を促進した。均
質化は２段階均質化であった。次いで、生成物を適切な容器に詰めた。
【０１１９】
　試料３では、ゼラチン０．１５％を使用したことを除き、試料２と同じ配合および加工
条件を使用した。
【０１２０】
　試料４では、ローカストビーンガム０．１１３％、ならびにカラギナンおよびキサンタ
ンガム各０．０２９％の組合せを使用したことを除き、試料２と同様のベース配合および
加工条件を使用した。ローカストビーンガムを１０分間水和させた後、これらを第２のス
テップで次々に加えた。また、加工デンプンをこの配合から除外し、マルトデキストリン
を含めて、加工デンプンの代わりに充填剤として作用させた。
【０１２１】
　試料５は、非常に最適な配合であり、異なる安定剤および使用した安定剤の量で実験し
た後で試料５に至った。加工条件は試料２から４と同じであった。ローカストビーンガム
（０．０９５９％）およびキサンタンガム（０．０２３８％）を使用した。ゼラチンの量
も０．１％に最適化した。スキムミルク粉末を除外し、マルトデキストリンを充填剤とし
て使用した。カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）およびＰａｎｏｄａｎを０．１５％
の量で使用した。この生成物の完成品の目標は以下のとおりであった。
【０１２２】
【表２】
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　表２は、これらの試料の結果を示している。試料１は、理にかなった生成物であるが、
風味、調理およびスプーナビリティーについて最適化する必要があった。試料２は、風味
および調理性能については試料１を有意に改善したものであったが、スプーナビリティー
についてさらに最適化する必要があった。試料３では、ゼラチンを加えることにより、容
器からスプーンですくい取る際、テーリング／ドリッピングを最小限に抑え、切り口を滑
らかにすることによりスプーナビリティーが改善された。試料４により、調理中の加工デ
ンプンの重要性が示された。試料４は、調理の際、パスタおよび野菜に絡まず、それらを
被覆せず、その代わり標準的な調理用クリームのようにフライパンの底にたまった。試料
５は、安定剤の最適な組合せであり、すべての期待に添う最適な生成物となった。試料５
は、官能評価の結果の組合せに基づく総合評価点が１であった。
【０１２４】
【表３】

【０１２５】
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【表４】

【０１２６】
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（実施例２）
　ライトクリーム代替物
　この実施例は、チーズカード成分に基づく、スプーナブルなクリームのコンシステンシ
ーを有するライトクリーム代替物を製造するために調製された試験組成物の詳細を示して
いる。生成物は、高い調理温度で安定性を有し、貯蔵期間が少なくとも１８０日であるこ
とも所望された。試料６から９は、試験した成分の４０超の組合せの内の４つを概説して
いる。個別にまたは試料６から９に記載のものと組み合わせるかのいずれかで試験した他
の安定剤としては、とりわけジェランガム、アルギン酸塩および異なるデンプンが挙げら
れる。広範な実験計画を行って、異なる安定剤、異なる量の安定剤、および異なる安定剤
の組合せの効果を評価し、最終生成物を最終的に最適化した。
【０１２７】
　試験した異なる安定剤の官能性について最大の要因は、レギュラークリーム代替物とラ
イトクリーム代替物の両方に当てはまったが、レギュラークリーム代替物に対して、組成
の違い（例えば、脂肪分、水分などの量における違い）から、ライトクリーム代替物には
独特な組合せが必要とされた。
【０１２８】
　試料６では、ローカストビーンガムを１０分間水和させた（実験で使用する全水分の約
５０％を使用）。その後グアーガムを加える前に残りの水およびクワルク５０％を加えた
。クワルクから、ガムの水和用にさらなる水分が得られた。残りのクワルクおよびすべて
の他の成分（スキムミルク粉末、塩、デンプン、ゼラチン、リン酸三ナトリウム、ソルビ
ン酸）を加える前に、スラリーをさらに５分間混合した。次いで、クリームチーズカード
を７８℃で加えた。混合物を均一にブレンドし、混合温度が６５℃に達するまで加熱した
。乳化剤をこの段階で加え、生成物を７６℃で低温殺菌した。水分およびｐＨは、必要な
場合この段階で調節できる。実施例２全体の目標水分含量は６６．２＋／－１．５、ｐＨ
目標は４．６５＋／－０．１５であった。次いで、混合物を１５０～２００ｂａｒで均質
化し、所望の滑らかでクリーミーな光沢のあるテクスチャーを実現し、安定剤系の良好な
活性化を促進した。均質化は、２段階均質化であった。次いで、生成物を適切な容器に詰
めた。
【０１２９】
　試料７では、グアーガムおよびスキムミルク粉末を除外し、カラギナンおよびマルトデ
キストリンを含めたことを除き、試料６と同様の方法に従った。ローカストビーンガムを
１０分間水和させた（実験で使用する全水分の約３０％を使用）。その後、カラギナンを
追加の水（この実験で使用する全水分の約３５％）とともに加えた。残りの水、クワルク
およびすべての他の成分（塩、デンプン、ゼラチン、リン酸三ナトリウム、ソルビン酸、
マルトデキストリン）を加える前に、スラリーをさらに５分間混合した。次いで、クリー
ムチーズカードを７８℃で加えた。混合物を均一にブレンドし、混合温度が６５℃に達す
るまで加熱した。乳化剤をこの段階で加え、生成物を７６℃で低温殺菌した。水分および
ｐＨは、必要な場合この段階で調節できる。次いで、混合物を１５０～２００ｂａｒで均
質化し、所望の滑らかでクリーミーな光沢のあるテクスチャーを実現し、安定剤系の良好
な活性化を促進した。均質化は、２段階均質化であった。次いで、生成物を適切な容器に
詰めた。
【０１３０】
　試料８では、試料７と同様の加工条件を使用した。カラギナンを除外し、キサンタンガ
ム０．０１９％を使用したという点において、配合を変更した。試料９は、０．１５％で
ＣＭＣが実験に含まれたことを除き、試料８と同じ加工条件を使用した。試料９の完成品
の目標値は、以下のとおりであった。
【０１３１】
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【０１３２】
　表４は、これらの試料の結果を示している。試料６は濃厚すぎ、ブルックフィールドお
よびスティーブンスの最初の分析結果により、配合が許容できないことが示された後はさ
らに評価されなかった。試料７は、改善されたものであったが、依然として所望のスプー
ナブルなテクスチャーは有していなかった。風味、調理およびスプーナビリティーについ
て最適化するにはかなりの作業が必要とされた。試料８は、所望の生成物に近かったが、
最適な生成物の官能性が不足していた。味および風味は、クリーミーなコクが不足してお
り、後味が弱く、マウスコーティングが劣っていた。調理性能は許容できるものであり、
被覆性、光沢およびパスタを皿に移した後のフライパンに残った残渣については、標準的
なライト調理用クリームよりも良好であった。試料９は、安定剤の最適な組合せであり、
すべての期待に添う最適な生成物となった。試料９は、官能評価の結果の組合せに基づく
総合評価点が１であった。
【０１３３】
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【表６】

【０１３４】
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【表７】

【０１３５】
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　試料の貯蔵期間の評価を行って、１８０日間での微生物学的安定性、官能性の見通しに
ついて、レギュラークリーム代替物とライトクリーム代替物の両方について、最終試料の
性能を評価した。
【０１３６】
　一般細菌数（ＳＰＣ）ならびに酵母およびかび（Ｙ＆Ｍ）試験の結果は、クリーム代替
物が、１８０日の貯蔵期間期間中およびその最後で、微生物学的に安定であったことを示
した。１８０日の貯蔵期間期間の最後でＳＰＣおよびＹ＆Ｍの結果は、乳製品の許容限度
内であった。
【０１３７】
　１８０日の貯蔵期間期間で表５に列挙された属性について官能評価を毎月行った。
【０１３８】
【表８】

【０１３９】
　レギュラークリーム代替物とライトクリーム代替物の両方についての官能評価の結果は
、試験した属性において顕著な低下がないことを示した。レギュラークリーム代替物につ
いては、６カ月末頃に全体的な芳香のわずかな減少、スプーナビリティーの容易性および
スプーンからの離れの低下、ならびに発酵／サワー風味の低下があったが、変化は開始時
の点数から±２の許容範囲内であった。湿った外観の増加に加えて、同様の変化がライト
クリーム代替物でも留意されたが、この場合もやはり、変化は開始時の点数から±２の許
容範囲内であった。レギュラークリーム代替物およびライトクリーム代替物はいずれも、
４人の訓練を受けた官能評価者の集団により許容できるとみなされた。
【０１４０】
　官能評価は、標準的なレギュラー調理用クリームおよびライト調理用クリームに対して
レギュラークリーム代替物およびライトクリーム代替物の調理性能を比較することにより
行われた。評価した属性を表６に列挙する。レギュラークリーム代替物およびライトクリ
ーム代替物は、標準的なレギュラー調理用クリームおよびライト調理用クリームを一貫し
て上回っていた。特に、レギュラークリーム代替物およびライトクリーム代替物は、標準
的なレギュラー調理用クリームおよびライト調理用クリームと比較して、調理中に分離、
凝乳または脱脂の兆候を一切示さなかった。レギュラークリーム代替物およびライトクリ
ーム代替物は、調理される食品から流れ落ちる傾向にあった標準的なクリームと比較して
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、パスタおよび野菜と容易に合わさり、それらに絡んだ。また、レギュラークリーム代替
物およびライトクリーム代替物は、標準的なクリームと比較して、その濃厚でクリーミー
なテクスチャーにより、パスタおよび野菜を均一に被覆した。標準的なクリームで調理し
たときに残った有意な量の残渣と比較して、クリーム代替物をフライパンから盛り付け皿
に移した後、フライパンの底に残渣が残らないか、ほとんど残らなかった。また、標準的
なクリームは、盛り付けた後、皿の底にたまる傾向があった。クリーム代替物は、標準的
なクリームと比較して濃厚でクリーミーで光沢のある外観をパスタおよび野菜に与えた。
生成物の評価者はすべて、その光沢のある外観、濃厚でクリーミーな口当たりおよび良好
な風味プロファイルからクリーム代替物で調理したパスタおよび野菜を好んだ。
【０１４１】
【表９】

【０１４２】
（実施例３）
　試料５（「レギュラードロップ」）および試料９（「ライトドロップ」）の生成物の商
業的製造
　図１および２は、商業的量まで高めた、同じパーセンテージ量の成分の試料５（「レギ
ュラードロップ」）および試料９（「ライトドロップ」）を有する、２つの好ましい実施
形態の所望の生成物を製造する方法を例示している。図１は、レギュラードロップ生成物
、図２はライトドロップ生成物を調製する方法を例示している。
【０１４３】
　図１に例示されているように、混合段階（１）において、ガム（特にローカストビーン
ガム）および約６５℃の水約半分を、カッターおよび撹拌機をオンにして、インスタンタ
イザー中で１０分間混合する。混合段階（２）において、クワルク５０％および残りの温
水を加え、２分間混合する。混合段階（３）において、第２のガム（特に、キサンタンガ
ム）を加え、５分間混合する。混合段階（４）において、残りのクワルク、およびＣＭＣ
、ゼラチン、マルトデキストリン、塩などである乳化剤以外の粉末状成分を加える。この
段階で５分間混合し続ける。混合段階（５）において、クリームチーズおよびクリームを
加え、１０分間にわたって混合する。クリームチーズを約７０℃で加えて、撹拌しながら
混合し続ける。必要とされる任意の酸度調整剤、例えばクエン酸を、クリームチーズの添
加が完了した後でｐＨの調節のために加える。混合段階（６）において、乳化剤を、イン
スタンタイザー内の温度が６５℃を超えたら加え、２分間混合し続ける。段階（７）にお
いて、最大２０分かけて標準化を行って化学的目標に調節する。必要な場合、任意の残留
水を加えてもよい。段階（８）において、生成物を、例えば約７６℃まで加熱し、この温
度で約２分間保持することにより低温殺菌する。段階（９）において、生成物を３０秒か
けて均質化する。次いで、保持ステップ（１０）において、生成物を任意の必要な時間保
持してもよく、次いで充填ステップ（１１）において生成物を容器に充填する。
【０１４４】
　図２では、混合段階（１）において、ガム（特に、ローカストビーンガム）および約６
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５℃の水約２５％を、カッターおよび撹拌機をオンにして、インスタンタイザー中で１０
分間混合する。混合段階（２）において、温水約３７．５％および第２のガム（特に、キ
サンタンガム）を加えて、５分間混合する。混合段階（３）において、残りの温水、およ
びＣＭＣ、ゼラチン、マルトデキストリン、塩、ソルビン酸などを含む粉末状成分（酸度
調整剤および乳化剤以外）を加える。この段階で５分間混合し続ける。混合段階（４）に
おいて、クリームチーズの一部およびクワルクすべてを、加熱および撹拌しながら加えて
混合する。混合は１０分間にわたって行う。混合段階（５）において、残りのクリームチ
ーズを７０℃で撹拌しながら１０分間にわたって加える。必要とされる任意の酸度調整剤
、例えばリン酸三ナトリウムを、クリームチーズの添加が完了した後でｐＨの調節のため
に加える。混合段階（６）において、乳化剤を、インスタンタイザー内の温度が６５℃を
超えたら加え、２分間混合し続ける。段階（７）において、最大２０分かけて標準化を行
って化学的目標に調節する。必要な場合、任意の残留水を加えてもよい。段階（８）にお
いて、生成物を、例えば約７６℃まで加熱し、この温度で約２分間保持することにより低
温殺菌する。段階（９）において、生成物を３０秒かけて均質化する。次いで、保持ステ
ップ（１０）において、生成物を任意の必要な時間保持してもよく、次いで充填ステップ
（１１）において生成物を容器に充填する。
【０１４５】
　レギュラードロップ生成物およびライトドロップ生成物は、８５～９５℃で２０分以上
の煮込みに耐えられる。また、これらの生成物は、濃厚なクリームのテクスチャーを有し
、スプーンから塊で落ち、上に記載の試験手順において好ましい限度内の粘度およびテク
スチャーを有する。
【０１４６】
　本発明の精神および範囲から逸脱することなく多くの変更を加えることができることを
、本発明の技術分野の当業者は理解されよう。

【図１】 【図２】
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